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週
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・
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行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

（
第
九
〇
五
七
号
）

目

次

（

印
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、
県
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規
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掲
載
事
項
）
ペ
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第 65 号

平成 15 年

8 月19日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
公
有
水
面
埋
立
承
認
の
申
請
（
二
件
）

（
土
木
監
理
課
）

一

○
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
港
　
湾
　
課
）

二

公
　
　
告

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

○
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
木
監
理
課
）

四

警
察
本
部
公
告

○
落
札
者
等
の
公
示

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表

五

●
香
川
県
告
示
四
百
七
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
埋
立
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
土
木
監
理
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
八
日

二
　
承
認
申
請
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局

高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
二
六
番
三
二
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
長
　
南
部
　
隆
秋

三
　
埋
立
区
域

１
　
位
置

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
葛
原
字
永
井
八
八
番
公
有
水
面
（
通
称
新
池
）
の
一
部

２
　
区
域

別
図
の
と
お
り

３
　
面
積

五
四
○
・
五
○
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１
　
位
置

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
葛
原
字
永
井
八
八
番
公
有
水
面
（
通
称
新
池
）
の
一
部

２
　
区
域

別
図
の
と
お
り

３
　
面
積

一
七
四
○
・
五
○
平
方
メ
ー
ト
ル

五
　
埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地

（
「
別
図
」
は
、
省
略
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
四
百
七
十
七
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
埋
立
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
土
木
監
理
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
平

成
十
五
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

（
第
九
〇
五
七
号
）

二

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

二
　
承
認
申
請
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局

高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
二
六
番
三
二
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
長
　
南
部
　
隆
秋

三
　
埋
立
区
域

１
　
位
置

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
一
八
六
○
番
地
先
公
有
水
面
（
通
称
忠
次
郎
池
）
の
一
部

２
　
区
域

別
図
の
と
お
り

３
　
面
積

三
三
九
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１
　
位
置

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
一
八
六
○
番
地
先
公
有
水
面
（
通
称
忠
次
郎
池
）
の
一
部

２
　
区
域

別
図
の
と
お
り

３
　
面
積

八
一
九
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五
　
埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地

（
「
別
図
」
は
、
省
略
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
詫
間
港
の
臨

港
地
区
内
に
お
い
て
分
区
を
指
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
分
区
名
及
び
分
区
の
指
定
に
係
る
土
地
の
区
域

１
　
分
区
名

商
港
区

２
　
分
区
の
指
定
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
面
表
示
の
と
お
り

二
　
縦
覧
場
所

香
川
県
土
木
部
港
湾
課

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
満
濃
町
が
土
地
改

良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
農
道
整
備
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
光
元
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る

こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
七
月
九
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
満
濃
町
が
土
地
改

良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
光
元
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成

十
五
年
七
月
九
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
善
通
寺
市

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
五
年
七
月
十
一
日
認
可
し
た
。

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

（
第
九
〇
五
七
号
）

三

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
ニ
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
善
通
寺

市
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
宮
下
　
　
裕
　
善
通
寺
市
与
北
町
二
七
九
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
五
、
五
、
一
八

〃
　
　

田
　
　
勝
　
〃
　
　
　
稲
木
町
六
九
五
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
林
　
義
一
　
〃
　
　
　
大
麻
町
六
五
二
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
谷
口
　
英
夫
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
二
〇
六
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
入
江
　
正
一
　
〃
　
　
　
生
野
町
一
二
一
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　

原
　
忠
義
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
九
〇
二
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
井
上
　

〃
　
　
　
上
吉
田
町
四
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
立
石
　
泰
夫
　
〃
　
　
　
下
吉
田
町
一
九
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
安
井
　
久
雄
　
〃
　
　
　
善
通
寺
町
一
五
四
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
杉

清
春
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
一
八
〇
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
田
　
松
雄
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
四
〇
六
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
伊
達

夫
　
〃
　
　
　
与
北
町
六
一
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
辺
　
新
市
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
五
〇
九
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
下
　
隆
光
　
〃
　
　
　
〃
　
　
三
一
一
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
西
　
　
悟
　
〃
　
　
　
木
徳
町
五
二
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
田
所
　
　
弘
　
〃
　
　
　
原
田
町
五
一
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
川
　
賢
矩
　
〃
　
　
　
〃
　
　
一
八
四
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
田
　
　
渡
　
〃
　
　
　
金
蔵
寺
町
四
五
〇
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
横
田
　
竹
光
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
一
一
五
四
番
地
の
六
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
宮
川
　
茂
計
　
〃
　
　
　
中
村
町
二
九
九
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
西
　
忠
義
　
〃
　
　
　
〃
　
　
一
七
五
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
香
川

雄
　
〃
　
　
　
弘
田
町
一
五
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
西
　
史
万
　
〃
　
　
　
〃
　
　
九
二
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
森
江
　
正
男
　
〃
　
　
　
吉
原
町
一
二
一
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
香
川
　
　
忠
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
九
二
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
塚
　
　
弘
　
〃
　
　
　
碑
殿
町
一
六
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐

浩
武
　
〃
　
　
　
〃
　
　
一
二
九
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
増
田
　
榮
作
　
〃
　
　
　
木
徳
町
一
〇
三
三
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
香
川
　
臣
徳
　
〃
　
　

梨
町
八
五
五
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
野
　
正
裕
　
〃
　
　
　
与
北
町
四
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

二
　
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
谷
口
　
英
夫
　
善
通
寺
市
大
麻
町
二
二
〇
六
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
平
成
一
五
、
五
、
一
九

〃
　
　
　
入
江
　
正
一
　
〃
　
　
　
生
野
町
一
二
一
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　

原
　
忠
義
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
九
〇
二
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
立
石
　
泰
夫
　
〃
　
　
　
下
吉
田
町
一
九
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　

田
　
　
勝
　
〃
　
　
　
稲
木
町
六
九
五
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
田
　
松
雄
　
〃
　
　
　
善
通
寺
町
四
〇
六
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
田
　
哲
也
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
一
五
七
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
辺
　
新
市
　
〃
　
　
　
与
北
町
二
五
〇
九
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
伊
達

夫
　
〃
　
　
　
〃
　
　
六
一
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
西
　
　
悟
　
〃
　
　
　
木
徳
町
五
二
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
田
所
　
　
弘
　
〃
　
　
　
原
田
町
五
一
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
中
　
壽
良
　
〃
　
　
　
金
蔵
寺
町
一
二
九
〇
番
地
の
一
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
西
　
忠
義
　
〃
　
　
　
中
村
町
一
七
五
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

（
第
九
〇
五
七
号
）

四

〃
　
　
　
大
西
　
史
万
　
〃
　
　
　
弘
田
町
九
二
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
香
川
　
賢
一
　
〃
　
　
　
吉
原
町
二
六
八
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
森
江
　
正
男
　
〃
　
　
　
〃
　
　
一
二
一
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
宮
下
　
　
裕
　
〃
　
　
　
与
北
町
二
七
九
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事

田
　
　
章
　
〃
　
　
　
大
麻
町
一
一
六
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　

木
　
利
春
　
〃
　
　
　
金
蔵
寺
町
四
三
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
堀
井
　
利
貞
　
〃
　
　
　
中
村
町
九
八
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
三
号

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
採

石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
試
験
日
時

平
成
十
五
年
十
月
十
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二
　
試
験
場
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
本
館
十
二
階
第
三
会
議
室

三
　
試
験
科
目
及
び
出
題
範
囲

１
　
岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
関
係
法
令
を
含
む
。
）

２
　
岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、

廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
方
法
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技
術
的
事
項
）

四
　
出
題
形
式

選
択
式
筆
記
試
験
と
す
る
。
な
お
、
出
題
数
は
、
法
令
問
題
一
〇
問
（
全
問
必
須
問
題
）
及
び
技
術

問
題
一
七
問
（
七
問
の
必
須
問
題
と
、
一
〇
問
か
ら
三
問
を
選
択
し
て
解
答
す
る
選
択
問
題
）
と
す
る
。

五
　
受
験
手
続
等

１
　
受
験
手
続

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
写
真
（
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
及
び
横
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、

撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

受
験
願
書
の
用
紙
は
、
香
川
県
土
木
部
土
木
監
理
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

２
　
受
験
願
書
の
提
出
先

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
○
号
　
香
川
県
土
木
部
土
木
監
理
課
管
理
グ
ル
ー
プ

３
　
受
験
願
書
の
提
出
期
間

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
必
ず
書
留
郵
便
に
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
の

消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

４
　
受
験
手
数
料

八
、
○
○
○
円

受
験
願
書
に
香
川
県
証
紙
八
、
○
○
○
円
分
を
は
り
付
け
る
こ
と
。

た
だ
し
、
小
豆
島
を
除
く
島
し
ょ
部
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
、
郵
便
に
よ
る
送
付
に
よ

り
受
験
願
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
香
川
県
証
紙
に
代
え
て
額
面
八
、
〇
〇
〇
円
の
郵
便
為
替
を
同

封
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
　
合
格
者
の
発
表
等

１
　
合
格
者
の
発
表

合
格
者
の
受
験
番
号
を
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
一
週
間
、
香

川
県
庁
東
館
玄
関
前
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

２
　
合
格
証
の
交
付

合
格
者
に
対
し
て
は
、
合
格
証
を
交
付
す
る
。

七
　
そ
の
他

受
験
手
続
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
土
木
部
土
木
監
理
課
管
理
グ
ル
ー
プ
（
電
話
番
号
〇

八
七
―
八
三
二
―
三
五
〇
四
）
へ
照
会
す
る
こ
と
。

●
香
川
県
警
察
本
部
公
告
第
二
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

警
察
本
部
公
告
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八
月
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九
日

（
第
九
〇
五
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五

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
九
日

香
川
県
警
察
本
部
長
　
　
岩
　
　
瀬
　
　
充
　
　
明

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
警
察
情
報
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
端
末
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
借
入
れ

三
　
契
約
方
式
　
一
般
競
争
入
札

四
　
落
札
決
定
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社
　
東
京
都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
一
五
番
一

二
号

六
　
落
札
金
額
　
六
、
〇
一
八
、
六
〇
〇
円

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

八
　
落
札
方
式
　
最
低
価
格

九
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
九
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
警
察
本
部

警
務
部
情
報
管
理
課
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
三
―
〇
一
一
〇
（
内
線
二
四
二
三
）

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
27号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
12項

の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
８
月
19日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
教
育
委
員
会

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
平
成
14年
度

３
　
措
置
の
状
況

監
　
査
　
結
　
果
（
対
　
象
　
機
　
関
）

措
　
置
　
の
　
状
　
況

ア
　
県
内
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て

公
共
交
通
機
関
の
定
期
券
に
よ

る
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

る
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
経
路
に

通
勤
定
期
の
通
用
区
間
を
含
む
県

内
出
張
を
す
る
場
合
に
、
通
勤
手

当
と
旅
費
の
調
整
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
誤
っ
た
額
の
旅

費
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
正
当
額

と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
。（
教
育
セ
ン
タ
ー
）

私
用
車
の
利
用
に
よ
り
土
庄
町

へ
出
張
を
し
た
職
員
に
つ
い
て
、

車
両
航
送
料
を
県
費
で
支
出
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誤
っ
て
船
賃

を
含
ん
だ
旅
費
を
支
給
し
、
ま
た
、

日
当
に
つ
い
て
も
、
同
乗
者
を
含

め
て
誤
っ
て
二
分
の
一
日
当
を
支

給
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
当
額

と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
。（
人
権
・
同
和
教
育
課
）

イ
　
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

週
休
日
の
振
替
を
す
る
場
合
に

お
い
て
、
週
を
超
え
て
週
休
日
を

振
り
替
え
た
と
き
に
は
、
支
給
割

合
百
分
の
二
十
五
の
超
過
勤
務
手

当
を
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し
て
い
な

い
の
で
、
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
東
讃
教
育
事
務
所
）

週
休
日
の
振
替
を
す
る
場
合
に

お
い
て
、
新
た
に
勤
務
を
命
ず
る

こ
と
と
な
っ
た
日
に
勤
務
時
間
を

超
え
て
勤
務
し
た
と
き
に
は
、
支

給
割
合
百
分
の
百
二
十
五
の
超
過

指
導
注
意
事
項

速
や
か
に
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返

納
さ
せ
た
。

私
有
車
利
用
の
旅
行
者
か
ら
、
二
重

払
に
な
っ
て
い
る
船
賃
と
過
払
分
の
日

当
を
返
納
さ
せ
る
と
と
も
に
、
私
有
車

同
乗
の
旅
行
者
か
ら
、
過
払
分
の
日
当

を
返
納
さ
せ
た
。

速
や
か
に
追
給
の
手
続
を
と
っ
た
。

速
や
か
に
戻
入
及
び
支
出
の
手
続
を

と
り
、
返
納
又
は
追
給
し
た
。

監
査
委
員
公
表



平
成
十
五
年
八
月
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
で
あ
る

が
、
支
給
率
を
誤
っ
て
超
過
勤
務

手
当
を
支
給
し
て
お
り
、
返
納
又

は
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
休
日
の
代
休
日
を
週
を

超
え
て
指
定
し
た
場
合
に
は
、
超

過
勤
務
手
当
は
支
給
さ
れ
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
誤
っ
て
支
給
割

合
百
分
の
二
十
五
の
超
過
勤
務
手

当
を
支
給
し
て
お
り
、
返
納
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。
（
保
健
体
育
課
）

ア
　
諸
手
当
の
届
出
書
類
の
整
備
に
つ

い
て諸
手
当
が
適
正
に
支
給
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
随
時
の

確
認
が
必
要
で
あ
る
が
、
教
職
員
の

人
事
異
動
に
際
し
、
扶
養
手
当
及
び

住
居
手
当
の
支
給
状
況
等
の
変
遷
を

職
員
ご
と
に
記
録
し
た
認
定
台
帳
を

異
動
先
に
引
き
継
い
で
い
る
も
の
の
、

現
況
確
認
に
有
用
な
職
員
が
提
出
し

た
扶
養
親
族
届
や
住
居
届
が
引
き
継

が
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
引
継
ぎ

を
含
め
、
届
出
書
類
の
整
備
の
方
法

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
（
総
務
課
）

イ
　
学
校
敷
地
の
管
理
に
つ
い
て

一
部
の
高
等
学
校
等
に
お
い
て
は
、

学
校
敷
地
内
に
介
在
し
た
農
道
、
水

路
等
が
用
途
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
も

の
や
学
校
敷
地
の
一
部
が
公
道
と
な

っ
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
も
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
計
画

的
な
解
消
に
努
め
ら
れ
た
い
。
（
高

校
教
育
課
、
障
害
児
教
育
課
）

検
討
指
示
事
項

諸
手
当
の
届
出
書
類
の
整
備
に
つ
い

て
は
、
適
切
な
管
理
及
び
事
実
確
認
の

方
法
を
検
討
す
る
。

県
立
学
校
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
学
校
施
設
の
新
増
改
築
や
学

校
用
地
の
取
得
に
あ
わ
せ
て
、
可
能
な

限
り
そ
の
整
理
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
今
後
と
も
各
学
校
の
状
況
に

応
じ
、
そ
の
整
理
を
進
め
る
と
と
も
に
、

計
画
的
な
解
消
に
努
め
る
。


